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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】令和3年2月4日(2021.2.4)

【公開番号】特開2020-38359(P2020-38359A)
【公開日】令和2年3月12日(2020.3.12)
【年通号数】公開・登録公報2020-010
【出願番号】特願2019-143134(P2019-143134)
【国際特許分類】
   Ｇ０９Ｂ  29/00     (2006.01)
   Ｇ０１Ｃ  21/26     (2006.01)
   Ｇ０８Ｇ   1/0969   (2006.01)
【ＦＩ】
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   Ｇ０１Ｃ   21/26     　　　Ａ
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【手続補正書】
【提出日】令和2年12月21日(2020.12.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　道路沿いに存在する複数のランドマークの座標情報を含む地図データを生成又は更新す
るための地図システムであって、
　車両で使用される車両側装置（２）と、前記地図データを管理するサーバ（３）と、を
含み、
　前記車両側装置は、少なくとも１つのプロセッサ（２０，４０）を用いて、
　前記車両に搭載された周辺監視センサ（１０）から、前記車両の周辺に存在する地物を
表す周辺物体データを取得することと、
　前記周辺物体データを解析して、前記車両に対する前記ランドマークの位置を算出する
ことと、
　前記周辺物体データに基づいて算出された前記ランドマークの位置と、前記サーバに格
納された地図データとに基づいて定まる前記車両の位置である第１の位置を取得すること
と、
　前記地図データに依らない方法により決定された前記車両の位置である第２の位置を取
得することと、
　前記第１の位置と前記第２の位置が乖離している場合に、当該地図データを更新する必
要であることを示す指標情報として、前記第２の位置において地図の位置ずれが生じたこ
とを示す情報を前記サーバにアップロードするように構成されており、
　前記サーバは、少なくとも１つのプロセッサ（３１）を用いて、
　前記車両側装置から提供される前記指標情報に基づいて、前記位置ずれが所定の回数あ
るいは頻度で発生した地点を特定し、当該地点に対して前記地図データの更新が必要であ
る旨の更新フラグを設定するように構成されている地図システム。
【請求項２】
　道路沿いに存在する複数のランドマークの座標情報を含む地図データを生成又は更新す
るための地図システムであって、
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　車両で使用される車両側装置（２）と、前記地図データを管理するサーバ（３）と、を
含み、
　前記車両側装置は、少なくとも１つのプロセッサ（２０，４０）を用いて、
　前記車両に搭載された周辺監視センサ（１０）から、前記車両の周辺に存在する地物を
表す周辺物体データを取得することと、
　前記周辺物体データを解析して、前記車両に対する前記ランドマークの位置を算出する
ことと、
　前記周辺物体データに基づいて算出された前記ランドマークの位置と、前記サーバに格
納された地図データとに基づいて前記車両の位置を算出することと、
　地図上における前記車両の現在位置と、現在位置周辺の前記地図データに基づいて前記
車両を自律的に走行させるための処理と、
　前記地図データを用いて前記車両を自動走行させるための処理を実行している際に、乗
員による操作介入が生じた場合には、当該地図データを更新する必要であることを示す指
標情報として、前記操作介入が生じた地点の位置情報と、前記操作介入が生じたことを示
す情報を前記サーバにアップロードするように構成されており、
　前記サーバは、少なくとも１つのプロセッサ（３１）を用いて、
　前記車両側装置から提供される前記指標情報に基づいて、前記操作介入が所定の量ある
いは頻度で発生した地点を特定するとともに、当該地点に対して前記地図データの更新が
必要である旨の更新フラグを設定するように構成されている地図システム。
【請求項３】
　前記サーバは、
　前記ランドマークが所定距離だけ移動したことが公的に公開された地点に対して、前記
更新フラグを設定するように構成されている、請求項１又は２に記載の地図システム。
【請求項４】
　前記サーバは、
　前記車両との無線通信により、前記車両の位置情報を取得することと、
　前記更新フラグが設定されている地点に対応する道路セグメントを走行している前記車
両に対して、前記ランドマークの情報を送信するように要求することと、を実行するよう
に構成されており、
　前記車両側装置は、
　前記車両に搭載された周辺監視センサ（１０）が生成した、前記車両に周辺に存在する
地物を表す周辺物体データを解析することによって、前記車両の周辺に存在する前記ラン
ドマークの位置座標である観測座標を特定することと、
　前記サーバからの要求に基づいて、前記地物の種別及び観測座標を前記サーバにアップ
ロードすることと、を実行するように構成されている、請求項１から３の何れか１項に記
載の地図システム。
【請求項５】
　道路沿いに存在する複数のランドマークの座標情報を含む地図データを生成又は更新す
るための、車両で使用される車両側装置と、前記地図データを管理するサーバと、との協
働によって実施される方法であって、
　前記車両側装置が、前記車両の走行中において所定のイベントが発生した場合に、前記
地図データを更新する必要であることを示す指標情報を、前記車両が走行している道路セ
グメントと対応付けて前記サーバにアップロードすることと、
　前記サーバが、前記車両側装置から提供される前記指標情報に基づいて、前記道路セグ
メントについての前記地図データの更新が必要か否かを判定し、必要と判定した場合には
、当該道路セグメントに対して地図データの更新が必要である旨の更新フラグを設定する
ことと、を含む方法。
【請求項６】
　道路沿いに存在する複数のランドマークの座標情報を含む地図データを用いて、道路セ
グメント（６２）に沿って車両を自律的に走行させる車両側装置であって、
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　少なくとも１つのプロセッサ（２０，４０）を備え、
　前記プロセッサは、
　前記車両に搭載された周辺監視センサから、前記車両の環境を表す少なくとも１つの周
辺物体データを取得することと、
　前記周辺物体データを解析して、前記車両に対する前記ランドマークの位置を算出する
ことと、
　前記周辺物体データに基づいて算出された前記ランドマークの位置と、サーバに格納さ
れた地図データとに基づいて定まる前記車両の位置である第１の位置を取得することと、
　前記地図データに依らない方法により決定された前記車両の位置である第２の位置を取
得することと、
　前記第１の位置と前記第２の位置が乖離している場合に、当該地図データを更新する必
要であることを示す指標情報として、前記第２の位置において地図の位置ずれが生じたこ
とを示す情報を前記サーバにアップロードすることと、を実行するように構成されている
車両側装置。
【請求項７】
　道路沿いに存在する複数のランドマークの座標情報を含む地図データを用いて、道路セ
グメント（６２）に沿って車両を自律的に走行させる車両側装置であって、
　少なくとも１つのプロセッサ（２０，４０）を備え、
　前記プロセッサは、
　前記車両に搭載された周辺監視センサから、前記車両の環境を表す少なくとも１つの周
辺物体データを取得することと、
　前記周辺物体データを解析して、前記車両に対する前記ランドマークの位置を算出する
ことと、
　前記周辺物体データに基づいて算出された前記ランドマークの位置と、サーバに格納さ
れた地図データとに基づいて前記車両の位置を算出することと、
　地図上における前記車両の現在位置と、現在位置周辺の前記地図データに基づいて前記
車両を自律的に走行させるための処理と、
　前記地図データを用いて前記車両を自動走行させるための処理を実行している際に、乗
員による操作介入が生じた場合に、当該地図データを更新する必要であることを示す指標
情報として、前記操作介入が生じた地点の位置情報と、前記操作介入が生じたことを示す
情報を前記サーバにアップロードすることと、を実行するように構成されている車両側装
置。
【請求項８】
　道路沿いに存在する複数のランドマークの座標情報を含む地図データを生成又は更新す
るためのプログラムが格納された記憶媒体であって、
　前記プログラムは、少なくとも１つのプロセッサ（２０，４０）に、車両の走行中にお
いて所定のイベントが発生した場合に、当該地図データを更新する必要であることを示す
指標情報を、前記車両が走行している道路セグメントと対応付けてサーバにアップロード
させるように構成されている記憶媒体。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　上記目的を達成するための、この明細書に開示される第１の地図システムは、道路沿い
に存在する複数のランドマークの座標情報を含む地図データを生成又は更新するための地
図システムであって、車両で使用される車両側装置（２）と、地図データを管理するサー
バ（３）と、を含み、車両側装置は、少なくとも１つのプロセッサ（２０，４０）を用い
て、車両に搭載された周辺監視センサ（１０）から、車両の周辺に存在する地物を表す周



(4) JP 2020-38359 A5 2021.2.4

辺物体データを取得することと、周辺物体データを解析して、車両に対するランドマーク
の位置を算出することと、周辺物体データに基づいて算出されたランドマークの位置と、
サーバに格納された地図データとに基づいて定まる車両の位置である第１の位置を取得す
ることと、地図データに依らない方法により決定された車両の位置である第２の位置を取
得することと、第１の位置と第２の位置が乖離している場合に、当該地図データを更新す
る必要であることを示す指標情報として、第２の位置において地図の位置ずれが生じたこ
とを示す情報をサーバにアップロードするように構成されており、サーバは、少なくとも
１つのプロセッサ（３１）を用いて、車両側装置から提供される指標情報に基づいて、位
置ずれが所定の回数あるいは頻度で発生した地点を特定し、当該地点に対して地図データ
の更新が必要である旨の更新フラグを設定するように構成されている。
　上記目的を達成するための、この明細書に開示される第２の地図システムは、道路沿い
に存在する複数のランドマークの座標情報を含む地図データを生成又は更新するための地
図システムであって、車両で使用される車両側装置（２）と、地図データを管理するサー
バ（３）と、を含み、車両側装置は、少なくとも１つのプロセッサ（２０，４０）を用い
て、車両に搭載された周辺監視センサ（１０）から、車両の周辺に存在する地物を表す周
辺物体データを取得することと、周辺物体データを解析して、車両に対するランドマーク
の位置を算出することと、周辺物体データに基づいて算出されたランドマークの位置と、
サーバに格納された地図データとに基づいて車両の位置を算出することと、地図上におけ
る車両の現在位置と、現在位置周辺の地図データに基づいて車両を自律的に走行させるた
めの処理と、地図データを用いて車両を自動走行させるための処理を実行している際に、
乗員による操作介入が生じた場合には、当該地図データを更新する必要であることを示す
指標情報として、操作介入が生じた地点の位置情報と、操作介入が生じたことを示す情報
をサーバにアップロードするように構成されており、サーバは、少なくとも１つのプロセ
ッサ（３１）を用いて、車両側装置から提供される指標情報に基づいて、操作介入が所定
の量あるいは頻度で発生した地点を特定するとともに、当該地点に対して地図データの更
新が必要である旨の更新フラグを設定するように構成されている。
　上記目的を達成するための方法は、道路沿いに存在する複数のランドマークの座標情報
を含む地図データを生成又は更新するための、車両で使用される車両側装置と、地図デー
タを管理するサーバと、との協働によって実施される方法であって、車両側装置が、車両
の走行中において所定のイベントが発生した場合に、地図データを更新する必要であるこ
とを示す指標情報を、車両が走行している道路セグメントと対応付けてサーバにアップロ
ードすることと、サーバが、車両側装置から提供される指標情報に基づいて、道路セグメ
ントについての地図データの更新が必要か否かを判定し、必要と判定した場合には、当該
道路セグメントに対して地図データの更新が必要である旨の更新フラグを設定することと
、を含む。
　上記目的を達成するための第１の車両側装置は、道路沿いに存在する複数のランドマー
クの座標情報を含む地図データを用いて、道路セグメント（６２）に沿って車両を自律的
に走行させる車両側装置であって、少なくとも１つのプロセッサ（２０，４０）を備え、
プロセッサは、車両に搭載された周辺監視センサから、車両の環境を表す少なくとも１つ
の周辺物体データを取得することと、周辺物体データを解析して、車両に対するランドマ
ークの位置を算出することと、周辺物体データに基づいて算出されたランドマークの位置
と、サーバに格納された地図データとに基づいて定まる車両の位置である第１の位置を取
得することと、地図データに依らない方法により決定された車両の位置である第２の位置
を取得することと、第１の位置と第２の位置が乖離している場合に、当該地図データを更
新する必要であることを示す指標情報として、第２の位置において地図の位置ずれが生じ
たことを示す情報をサーバにアップロードすることと、を実行するように構成されている
。
　上記目的を達成するための第２の車両側装置は、道路沿いに存在する複数のランドマー
クの座標情報を含む地図データを用いて、道路セグメント（６２）に沿って車両を自律的
に走行させる車両側装置であって、少なくとも１つのプロセッサ（２０，４０）を備え、
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プロセッサは、車両に搭載された周辺監視センサから、車両の環境を表す少なくとも１つ
の周辺物体データを取得することと、周辺物体データを解析して、車両に対するランドマ
ークの位置を算出することと、周辺物体データに基づいて算出されたランドマークの位置
と、サーバに格納された地図データとに基づいて車両の位置を算出することと、地図上に
おける車両の現在位置と、現在位置周辺の地図データに基づいて車両を自律的に走行させ
るための処理と、地図データを用いて車両を自動走行させるための処理を実行している際
に、乗員による操作介入が生じた場合に、当該地図データを更新する必要であることを示
す指標情報として、操作介入が生じた地点の位置情報と、操作介入が生じたことを示す情
報をサーバにアップロードすることと、を実行するように構成されている。
　上記目的を達成するための記憶媒体は、道路沿いに存在する複数のランドマークの座標
情報を含む地図データを生成又は更新するためのプログラムが格納された記憶媒体であっ
て、プログラムは、少なくとも１つのプロセッサ（２０，４０）に、車両の走行中におい
て所定のイベントが発生した場合に、当該地図データを更新する必要であることを示す指
標情報を、車両が走行している道路セグメントと対応付けてサーバにアップロードさせる
ように構成されている。
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